
雇児総発０２２３第２号

平成２４年２月２３日

都 道 府 県

各 指 定 都 市 児童福祉主管部（局）長 殿

児童相談所設置市

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長

児童相談所及び市町村の職員研修の充実について

児童福祉施策の推進については、平素より御尽力をいただき感謝申し上げる。

さて、児童相談所及び市町村（児童家庭相談担当）では、様々な児童家庭問題に対応し

ているが、特に、増加する児童虐待問題には迅速かつ的確な対応が求められており、児童

福祉司、児童心理司及び市町村児童家庭相談担当職員（以下「児童福祉司等」という。）

の役割はきわめて重要である。

このことは、社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会

がまとめた「子どもの死亡事例等の検証結果等について」において繰り返し資質の向上策

を講じることが提言されていること及び今般、総務省が実施した政策評価（統一性・総合

性評価）による「児童虐待の防止等に関する政策評価書」（平成24年１月20日公表）にお

いて児童相談所及び市町村における担当者の資質の向上について勧告されたことを踏ま

え、早急に対策を講じなければならない。

このため、児童福祉司等に対する研修について下記のとおり定めたので、貴自治体にお

ける研修の企画に当たっての参考としていただくとともに、管内の市区町村に対して本通

知の周知をお願いする。

なお、この通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の規定に基

づく技術的な助言である。



記

１ 趣旨

児童福祉司等への研修は、自治体の児童家庭福祉を担う人材養成の柱であり、各自治

体が主体的に取り組むべきものである。

その方策としては、新任時から中堅、指導者クラスに至るまでの間、各種の体系的な

研修を実施し、個々人の能力を高め、組織の対応力の確保及び向上を図ることが必要で

ある。

このため、本通知では、各自治体における効果的な研修の企画に資するよう、特に重

要と考えられる新任時の研修について最低限盛り込むべき研修の内容や実施方法につい

て示すので、各自治体においては、以下の内容を踏まえた研修をＯＪＴを組み合わせて

計画的に行うようお願いする。また、職務遂行能力の向上には、日々の業務を通じての

ＯＪＴを積極的に活用することが重要であり、ＯＪＴを実施できる環境を整えることが

必要である。

中堅、指導者クラスへの研修についても、職務遂行能力の向上だけでなく、ＯＪＴを

活用した部下の育成等に資するよう、他の自治体に派遣しての研修、研修機関等で実施

される研修等も活用するなどにより積極的な研修の実施に努めるようお願いする。

(参考)

・地方公務員法（昭和25年法律261号）第39条

・児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）第４条第３項

２ 研修プログラム策定の基本的な考え方

（１）児童福祉司に対する研修

児童福祉司については、児童福祉法（昭和22年法律164号）第13条第２項の資格

要件を満たす人材を任用することとされ、児童虐待への対応はもとより非行、障害、

養護などの各般の相談に関して、問題の本質を迅速かつ的確に把握・診断し、援助

方針の策定、援助の実施、関係機関との協働等の業務の中心的役割を担う。このた

め、児童福祉に加えて幅広い知識や実務能力を備えることが求められる。

こうした専門性については、大学等において社会福祉援助技術を習得した者であ

れば一定水準以上の能力を有していると考えられるが、その様な専門性を有してい

ない人材が任用されることも少なくない現状にある。このため、児童福祉司が実務

を行うに当たって必要最低限の知識を備えるための新任児童福祉司研修プログラム

（別添１）を策定したので、各自治体における新任時の研修の企画に当たって活用

されるようお願いする。

（２）児童心理司に対する研修



児童心理司については、児童福祉法第12条の３第４項の資格要件を満たす人材を

任用することとされ、個々の児童の心理支援ニーズの把握はもとより、そのニーズ

が発生することとなった保護者や家庭内の要因の分析、その上で児童や保護者への

心理療法の実施等の業務を行うための専門性を備えることが求められる。

こうした専門性については、大学等において心理学を専修した者であれば一定水

準以上の能力を有していると考えられるが、より高い専門性の確保策を積極的に講

じる必要がある。

このため、児童心理司が実務を行うに当たって知識を向上させるための新任児童

心理司研修プログラム（別添２）を策定したので、各自治体における新任時の研修

の企画に当たって活用されるようお願いする。

（３）市町村の児童家庭相談担当職員に対する研修

市町村の児童家庭相談担当職員（以下「市町村相談職員」という。）は、児童福

祉法第10条第４項の規定に基づき、及び、「市町村児童家庭相談援助指針について」

（平成17年2月14日雇児発第0214002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に

おいて「児童福祉司たる資格を有する職員や保健師、助産師、看護師、保育士、教

員、児童指導員等の専門職を配置する。」とされていることを踏まえ、適切な人材

を任用する必要がある。市町村相談職員は、児童及び妊婦の福祉に関し、必要な実

情の把握や情報提供、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこ

と並びにこれらに付随する業務を行うことから、児童福祉行政はもとより母子保健

行政等の幅広い知識や実務能力を備えることが求められる。

こうした専門性については、大学等において社会福祉援助技術を習得した者であ

れば一定水準以上の能力を有していると考えられるが、その様な専門性を有してい

ない人材が任用されることも少なくない現状にある。このため、市町村相談職員が

実務を行うに当たっての必要最低限の知識を備えるための新任相談職員研修プログ

ラム（別添３）を策定したので、各自治体における新任時の研修の企画に当たって

活用されるようお願いする。

３ 研修の実施方法について

（１）研修の企画及び実施の主体

児童相談所職員の研修については、児童福祉主管課室等が中心となり、別添１及

び２に掲げる研修領域及び研修目標（以下「研修領域等」という。）を参考として

企画し、実施するものである。

また、市町村相談職員の研修については、児童福祉法第11条第１項第１号に基づ



き、都道府県が市町村職員の研修その他必要な援助を行うこととされていることか

ら、都道府県と市町村の協働により企画、実施されたい。

なお、研修の対象者で、社会福祉士資格を有する者、研修会や大学等において別

添１～３に掲げる研修領域等を既に学習した者については、必要に応じて受講項目

の免除を行うなど効率的な実施に努められたい。

（２）研修領等

それぞれの研修に最低限盛り込むべき内容は、別添１～３のとおりである。

各研修領域等の研修時間数については、特段定めていないが、専門職としての資

質の向上を図るための研修であることに留意して適切に定められたい。

（３）研修の形式

研修は、講義、演習、ロールプレイ等により効果的に実施できるよう工夫に努

めること。

４ その他

本通知による研修については、安心子ども基金の事業として実施して差し支えない。

また、国においては、児童福祉司等の資質向上を図るため、（福）横浜博萌会の子ど

もの虹情報研修センターが実施する研修事業（新任児童相談所長研修、児童福祉司スー

パーバイザー研修及び児童心理司スーパーバイザー研修、都道府県等が実施する児童虐

待等の研修講師等を養成するための研修等）に補助を行っている。各自治体においては、

これらの研修会に職員が参加する機会を積極的に設けるよう努められたい。



(別添１)

新任児童福祉司研修プログラム

研修領域 研 修 目 標 主 な 内 容

児童福祉の基本 ・児童福祉法の理解 ・児童福祉司、児童相談所の設置根拠
法令・制度 ・市町村の業務、要保護児童対策地域協議会

関 の業務
・児童相談所の業務

係 ・措置に関する規定
・立入調査、一時保護等の規定

法
・児童虐待防止法の ・児童虐待の予防、初期介入、保護者指導

令 理解 ・児童福祉法との関連

・ ・少年法の理解 ・触法少年の送致、ぐ犯少年の通告
・家庭裁判所の仕組み

制
・児童買春・児童ポ ・子どもの保護における役割

度 ルノ禁止法の理解

の ・母子保健法の理解 ・各種健診

理 ・児童の権利条約の ・条約の内容と国内法の関係
理解 ・子どもの意見を表明する権利

解
民法等の家事事 ・民法 家事審判法 ・親権、後見人と児童相談所の申立、 、
件関連法令・制 戸籍法等の理解 ・養子縁組
度 ・棄児の就籍手続き

・家事審判における手続き

障害児関連法令 ・障害者自立支援法 ・障害児への福祉サービス
・制度 の理解 ・障害児施設への入所

・知的障害者福祉法 ・療育手帳制度
等の理解 ・特別児童扶養手当制度

・１５歳以降の児童相談所との関係

・身体障害者福祉法 ・身体障害者手帳
の理解 ・１５歳以降の児童相談所との関係

・精神保健福祉法の ・精神病院への入院
理解

・発達障害者支援法 ・対象者
の理解

福祉一般に関す ・生活保護法の理解 ・生活保護の対象家庭
る法令・制度

・社会福祉法の理解 ・福祉事務所

・母子寡婦福祉法の ・福祉事務所
理解 ・母子自立支援員

その他の関連法 ・配偶者からの暴力 ・配偶者暴力相談支援センター
令・制度 の防止及び被害者 ・児童虐待防止法の定義との関係

の保護に関する法
律の理解

・売春防止法の理解 ・婦人相談所

・学校教育法の理解 ・就学、転校手続き
・特別支援教育



研修領域 研 修 目 標 主 な 内 容

児童家庭福祉 ・理解 ・理念、児童福祉体系の理解

児 ・子どもの心身の成 ・胎生期から思春期の子どもの身体の変化
長発達と保護者の ・心の変化（発達心理学）

童 心理の理解 ・障害児、発達障害児
・保護者の心理

家
社会福祉援助技 ・理解 ・問題点の把握方法

庭 術 ・問題解決の方法

福 児童相談所の運 ・児童相談所の運営 ・児童相談所の役割、機能
営 方法、運営の実際 ・児童相談所の権限

祉 の理解 ・通告、相談の受理
・各調査、診断、判定

に ・援助方針の決定、実行
・市町村支援の実際

関 ・面接の基本原則
・面接の実技演習、記録

す ・社会調査の技法、家庭訪問と調査技術
・児童福祉司指導、保護者指導の技法

る ・関係機関の活用術
・コミュニケーションの技術（保護者に対す

知 る一時保護、施設入所措置、援助方針等の
説明、告知の手法等）

識 ・協力依頼、斡旋の方法
・援助指針の策定

・ ・自立支援計画と援助指針の関係

技 ・児童虐待の理解 ・虐待の類型と理解
・虐待と医学診断

術 ・通告の受理
・調査、安全確認
・立入調査（立入調査拒否罪での告発）
・出頭要求
・再出頭要求
・臨検・捜索
・虐待の告知方法
・一時保護
・保護者指導の方法、実際
・虐待のハイリスク要因と対応
・死亡事例検証報告書の理解

・守秘義務、個人情 ・通告者の秘匿
報の保護と情報開 ・児童記録の守秘義務
示に関する理解 ・情報開示請求への対応

・触法少年の理解と ・触法少年の理解、対応
対応方法の理解 ・家庭裁判所、鑑別所の機能

・警察との連携

・不登校、引きこも ・不登校、引きこもりの理解
り児童の理解と対 ・メンタルフレンド等の事業
応方法の理解 ・学校、教育委員会との連携

・危機管理の意識の ・保護者への対応の原則、保護者からの攻撃
醸成と対応方法の への対応
理解 ・マスコミへの対応

・外国人への対応方 ・対応の基本
法の理解 ・入国管理局との連携



研修領域 研 修 目 標 主 な 内 容

市町村児童家庭 ・市町村の業務と役 ・市町村の役割と児童家庭相談の実務
相談 割の理解 ・市町村と児童相談所の役割分担

・要保護児童対策地 ・要保護児童対策地域協議会の役割、機能
域協議会の業務と ・要保護児童対策地域協議会との協働
運営方法の理解

児童福祉施設 ・児童福祉施設の種 ・各施設の機能
類と運営内容の理 ・措置児童等権利擁護制度
解 ・措置費及び運営費の仕組み

・児童福祉施設最低基準

里親 ・里親制度の理解 ・里親制度
・里親の支援
・発達における愛着形成の重要性
・パーマネンシーの重要性

障害児施策 ・施策の理解 ・障害児の理解、対応
（ 、・障害児施設の入所の仕組み 各施設の機能

措置と契約）

健全育成施策 ・施策の理解 ・児童館、放課後健全育成事業
・地域子育て支援拠点及び一時預かり事業
・乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事

業

子どもの発達 ・心身の成長・発達 ・胎生期から思春期の子どもの身体の変化
の理解 ・心の変化（発達心理学）

医学知識 ・児童虐待に関係す ・乳幼児の医学知識
る医学情報の理解 ・障害児の医学知識

・精神疾患の医学知識
・発達障害児の医学知識

関係機関の理解 ・教育委員会、学校 ・教員の役割
関 と連携 の役割理解 ・転校・修学に関する手続き

係 ・警察の役割理解 ・警察の役割
・児童虐待、少年法における連携

機 ・虐待者の告発

関 ・児童委員の役割理 ・児童委員の役割
解

の
・婦人相談所及び ・婦人相談所の機能、役割

機 配偶者暴力相談支 ・配偶者暴力相談支援センターの機能役割
援センターの役割

能 理解

・母子保健センター ・母子保健制度
及び保健所の役割 ・母子保健センターの機能、役割
理解 ・保健所の機能、役割

・精神保健福祉セン ・精神保健福祉センターの機能、役割
ターの役割理解

・医療機関の役割理 ・社会調査における留意事項
解 ・児童虐待対策における連携の留意事項



(別添２)

新任児童心理司研修プログラム

研修領域 研 修 目 標 主 な 内 容

児童福祉の基本 ・児童福祉法の理解 ・児童福祉司、児童相談所の設置根拠
法令・制度 ・市町村の業務、要保護児童対策地域協議会

関 の業務
・児童相談所の業務

係 ・措置に関する規定
・立入調査、一時保護等の規定

法
・児童虐待防止法の ・児童虐待の予防、初期介入、保護者指導

令 理解 ・児童福祉法との関連

・ ・少年法の理解 ・触法少年の送致、ぐ犯少年の通告
・家庭裁判所の仕組み

制
・児童買春・児童ポ ・子どもの保護における役割

度 ルノ禁止法の理解

の ・母子保健法の理解 ・各種健診

・児童の権利条約の ・条約の内容と国内法の関係
理解 ・子どもの意見を表明する権利

理
民法等の家事事 ・民法 家事審判法 ・親権、後見人と児童相談所の申立、 、

解 件関連法令・制 戸籍法等の理解 ・養子縁組
度 ・棄児の就籍手続き

・家事審判における手続き

障害児関連法令 ・障害者自立支援法 ・障害児への福祉サービス
・制度 の理解 ・障害児施設への入所

・知的障害者福祉法 ・療育手帳制度
等の理解 ・特別児童扶養手当制度

・１５歳以降の児童相談所との関係

・身体障害者福祉法 ・身体障害者手帳
の理解 ・１５歳以降の児童相談所との関係

・精神保健福祉法の ・精神病院への入院
理解

・発達障害者支援法 ・対象者
の理解

福祉一般に関す ・生活保護法の理解 ・生活保護の対象家庭
る法令・制度

・社会福祉法の理解 ・福祉事務所

・母子寡婦福祉法の ・福祉事務所
理解 ・母子自立支援員

その他の関連法 ・配偶者からの暴力 ・配偶者暴力相談支援センター
令・制度 の防止及び被害者 ・児童虐待防止法の定義との関係

の保護に関する法
律の理解

・売春防止法の理解 ・婦人相談所

・学校教育法の理解 ・就学、転校手続き
・特別支援教育



研修領域 研 修 目 標 主 な 内 容

児童家庭福祉 ・理解 ・理念、児童福祉体系の理解

児 ・子どもの心身の成 ・胎生期から思春期の子どもの身体の変化
長発達と保護者の ・心の変化（発達心理学）

童 心理の理解 ・保護者の心理
・ひとり親家庭の状況

家
社会福祉援助技 ・理解 ・問題点の把握方法

庭 術 ・問題解決の方法

福 児童相談所の運 ・児童相談所の運営 ・児童相談所の役割、機能
営 方法、運営の実際 ・児童相談所の権限

祉 の理解 ・通告、相談の受理
・各調査、診断、判定

に ・援助方針の決定、実行
・市町村支援の実際

関 ・面接の基本原則
・面接の実技演習、記録

す ・社会調査の技法、家庭訪問と調査技術
・児童福祉司指導、保護者指導の技法

る ・関係機関の活用術
・コミュニケーションの技術（保護者に対す

知 る一時保護、施設入所措置、援助方針等の
説明、告知の手法等）

識 ・協力依頼、斡旋の方法
・自立支援計画と援助指針の関係

・
・守秘義務、個人情 ・通告者の秘匿

技 報の保護と情報開 ・児童記録の守秘義務
示に関する理解 ・情報開示請求への対応

術
・心理検査技法の理 ・心理検査の進め方

解

・心理診断技法の理 ・心理診断の進め方
解

・心理療法の理解 ・心理療法の進め方

・児童虐待の理解 ・虐待の類型と理解
・虐待と心理診断
・保護者指導の方法、実際
・虐待のハイリスク要因と対応
・死亡事例の検証報告書の理解

・触法少年の理解と ・触法少年の理解、対応
対応方法の理解 ・家庭裁判所、鑑別所の機能

・警察との連携

・不登校、引きこも ・不登校、引きこもりの理解
り児童の理解と対 ・メンタルフレンド等の事業
応方法の理解 ・学校、教育委員会との連携

・障害児、発達障害 ・障害児、発達障害児の発達の特徴
児の理解

・危機管理の意識の ・保護者への対応の原則、保護者からの攻撃
醸成と対応方法の への対応
理解

・外国人への対応方 ・対応の基本
法の理解 ・入国管理局との連携



研修領域 研 修 目 標 主 な 内 容

市町村児童家庭 ・市町村の業務と役 ・市町村の役割と児童家庭相談の実務
相談 割の理解 ・市町村と児童相談所の役割分担

・要保護児童対策地 ・要保護児童対策地域協議会の役割、機能
域協議会の業務と ・要保護児童対策地域協議会との協働
運営方法の理解 ・児童心理司としての支援

児童福祉施設 ・児童福祉施設の種 ・各施設の機能
類と運営内容の理 ・措置児童等権利擁護制度
解 ・措置費及び運営費の仕組み

・児童福祉施設最低基準
・心理療法担当職員との連携

里親 ・里親制度の理解 ・里親制度
・里親の支援
・発達における愛着形成の重要性

（ 、障害児施策 ・施策の理解 ・障害児施設の入所の仕組み 各施設の機能
措置と契約）

健全育成施策 ・施策の理解 ・児童館、放課後健全育成事業
・地域子育て支援拠点及び一時預かり事業
・乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事

業

子どもの発達 ・心身の成長・発達 ・胎生期から思春期の子どもの身体の変化
の理解 ・心の変化（発達心理学）

医学知識 ・児童虐待に関係す ・乳幼児の医学知識
る医学情報の理解 ・障害児の医学知識

・精神疾患の医学知識
・発達障害児の医学知識

関係機関の理解 ・教育委員会、学校 ・教員の役割
関 と連携 の役割理解 ・転校・修学に関する手続き

係 ・警察の役割理解 ・警察の役割
・児童虐待、少年法における連携

機 ・虐待者の告発

関 ・児童委員の役割理 ・児童委員の役割
解

の
・婦人相談所及び ・婦人相談所の機能、役割

機 配偶者暴力相談支 ・配偶者暴力相談支援センターの機能役割
援センターの役割 ・ＤＶ被害者と子どもの心理状態、行動特徴

能 理解

・母子保健センター ・母子保健制度
及び保健所の役割 ・母子保健センターの機能、役割
理解 ・保健所の機能、役割

・精神保健福祉セン ・精神保健福祉センターの機能、役割
ターの役割理解

・医療機関の役割理 ・心理調査における留意事項
解 ・心理療法における連携の留意事項



(別添３)

新任市町村相談職員研修プログラム

研修領域 研 修 目 標 主 な 内 容

児童福祉の基本 ・児童福祉法の理解 ・児童福祉司、児童相談所の設置根拠
法令・制度 ・市町村の業務、要保護児童対策地域協議会

関 の業務
・児童相談所の業務

係 ・措置に関する規定
・立入調査、一時保護等の規定

法
・児童虐待防止法の ・児童虐待の予防、初期介入、保護者指導

令 理解 ・児童福祉法との関連

・ ・児童買春・児童ポ ・子どもの保護における役割
ルノ禁止法の理解

制
・母子保健法の理解 ・各種健診

度
・児童の権利条約の ・条約の内容と国内法の関係

の 理解 ・子どもの意見を表明する権利

理 民法等の家事事 ・民法 家事審判法 ・親権、後見人と児童相談所の申立、 、
件関連法令・制 戸籍法等の理解 ・養子縁組

解 度 ・棄児の就籍手続き
・家事審判における手続き

障害児関連法令 ・障害者自立支援法 ・障害児への福祉サービス
・制度 の理解 ・障害児施設への入所

・知的障害者福祉法 ・療育手帳制度
等の理解 ・特別児童扶養手当制度

・１５歳以降の児童相談所との関係

・身体障害者福祉法 ・身体障害者手帳
等の理解 ・１５歳以降の児童相談所との関係

・精神保健福祉法の ・精神病院への入院
理解

・発達障害者支援法 ・対象者
の理解

福祉一般に関す ・生活保護法の理解 ・生活保護の対象家庭
る法令・制度

・社会福祉法の理解 ・福祉事務所

・母子寡婦福祉法の ・福祉事務所
理解 ・母子自立支援員

その他の関連法 ・配偶者からの暴力 ・配偶者暴力相談支援センター
令・制度 の防止及び被害者 ・児童虐待防止法の定義との関係

の保護に関する法
律の理解

・売春防止法の理解 ・婦人相談所

・学校教育法の理解 ・就学、転校手続き
・特別支援教育



研修領域 研 修 目 標 主 な 内 容

児 児童家庭福祉 ・理解 ・児童家庭福祉の体系、理念

童 ・子どもの心身の成 ・胎生期から思春期の子どもの身体の変化
長発達と保護者の ・心の変化（発達心理学）

家 心理の理解 ・障害児、発達障害児
・保護者の心理

庭
社会福祉援助技 ・理解 ・問題点の把握方法

福 術 ・問題解決の方法

祉 市町村児童家庭 ・市町村の業務と役 ・市町村の役割と児童家庭相談の実務
相談 割の理解 ・市町村と児童相談所の役割分担

に
・要保護児童対策地 ・要保護児童対策地域協議会の役割、機能

関 域協議会の業務と ・要保護児童対策地域協議会との協働
運営方法の理解

す
・児童虐待への対応 ・虐待の類型と理解

る 業務の理解 ・通告の受理
・調査、安全確認

知 ・事例の送致
・死亡事例検証報告書の理解

識
・児童虐待防止に関 ・ペアレントトレーニング等のプログラム

・ 連する事業の理解 ・母子保健事業
・乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事

技 業
・子育て支援拠点事業

術 ・その他子育て支援に関する事業

・守秘義務、個人情 ・通告者の秘匿
報の保護と情報開 ・児童記録の守秘義務
示に関する理解 ・情報開示請求への対応

医学知識 ・児童虐待に関係す ・虐待を受けた乳幼児の特徴
る医学情報の理解

・教育委員会、学校 ・組織、学校
関 の役割理解

係 ・保健センターの役 ・母子保健事業の実施体制
割理解

機
・児童相談所の役割 ・児童相談所の役割、機能

関 関係機関の理解 理解 ・児童相談所の権限
と連携 ・通告、相談の受理

の ・児童虐待対応業務の理解

機 ・婦人相談所及び ・婦人相談所の機能、役割
配偶者暴力相談支 ・配偶者暴力相談支援センターの機能役割

能 援センターの役割
理解

・精神保健福祉セン ・精神保健福祉センターの機能、役割
ターの役割理解

・医師会及び医療機 ・児童虐待対策における連携
関の役割理解

・児童福祉施設等の ・各施設の機能
役割理解 ・里親制度の理解


	120223 児童福祉司等の任用時研修課長通知.pdf
	別添１
	別添２
	別添３

